
 

小牧市広告付き窓口呼出システム設置取扱要領  

令 和 ８ 年 ６ 月 ２ ４ 日  

８ 小 市 第 ８ ６ ４ 号  

（趣旨）  

第１条  この要領は、小牧市広告付き窓口呼出システムの設置に関し、小

牧市広告掲載要綱（平成２０年９月２日２０小財第５４１号。以下「要

綱」という。）及び小牧市広告付き窓口呼出システム設置事業プロポー

ザル実施要綱（令和８年６月２日８小市第４５２号。以下「プロポーザ

ル実施要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。  

（定義）  

第２条  この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(1) 窓口呼出システム  小牧市役所本庁舎内に設置する広告付きの窓口

呼出システムをいう。  

(2) 設置業務  窓口呼出システムの作製、設置、広告主の募集その他広

告掲載に係る業務をいう。  

(3) 設置事業者  プロポーザル実施要綱第８条第２項の規定により最

優秀者（最優秀者が辞退した場合にあっては、次点者）として特定さ

れた者をいう。  

(4) 広告主  窓口呼出システムに掲載する広告を設置事業者に提供す

る者をいう。  

（設置場所等）  

第３条  設置事業者は、市の指示に従い、窓口呼出システムを小牧市役所

本庁舎１階に設置するものとする  

２  設置事業の実施期間は、５年間を標準とし、次条の規定による協定で

定める。  

３  窓口呼出システムの規格は、市及び設置事業者が協議し、定めるもの

とする。  

（協定の締結）  

第４条  市は、設置業務に関して、設置事業者と協議の上、協定の締結を

する。  

(広告の審査 ) 



 

第５条  設置事業者は、広告主及び掲載する広告の内容について、市に事

前に報告し、承諾を得なければならない。  

(設置業務の留意事項 ) 

第６条  設置事業者は、広告主の募集に当たり、自らが広告の募集者であ

ることを明確にするとともに、市が広告の募集者であるかのような誤解

を与えることのないよう十分に配慮しなければならない。  

（問題発生時の対応）  

第７条  設置事業者は、窓口呼出システムに掲載された広告の内容に関す

る苦情その他の問題が発生したときは、速やかに市と協力して解決に努

めるものとする。  

２  設置事業者は、広告主若しくは掲載された広告の内容が要綱その他関

係法令に違反しているとき又は小牧市役所に配置する広告としてふさ

わしくないと市が判断したときは、広告の修正又は削除を無償かつ速や

かに行わなければならない。  

（行政財産目的外使用許可等）  

第８条  設置事業者は、窓口呼出システムの設置に関し、行政財産の使用

の許可を受けなければならない。  

２  行政財産の使用の許可に係る使用料（以下「使用料」という。）の額

は、表示面積１平方メートル当たり月額１５ ,２７０円とする。  

３  設置事業者は、市の指定する期日までに、当該年度分の使用料を一括

して納付するものとする。  

（広告掲載料）  

第９条  市は、使用料に加え、設置事業者から広告掲載料を徴収すること

ができる。  

２  前項の規定により広告掲載料を徴収する場合における当該広告掲載料

の額は、別に定める。  

（設置事業者の責務）  

第１０条  設置事業者は、窓口呼出システムの管理及び保守を自己の負担

で行うものとする。  

２  設置事業者は、設置業務の権利を第三者に譲渡してはならない。  

(責任の制限 ) 

第１１条  設置事業者は、設置業務について広告主又は第三者と紛争が生

じた場合は、自己の責任及び負担において解決するものとし、市は損害



 

賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わないものとする。  

（中止）  

第１２条  市は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置事業者に対

して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めるこ

とができる。この場合において、設置事業者が当該期間内に改善するこ

とができなかった場合は、協定を解除するものとする。  

(1) 窓口呼出システムを指定する期日までに設置しないとき。  

(2) 使用料又は広告掲載料（以下「使用料等」という。）を指定する期

日までに納付しないとき。  

(3) 広告の修正又は削除の指示に従わないとき。  

(4) その他市が改善の必要があると認めたとき。  

２  前項の規定により協定を解除した場合には、設置事業者は、市に生じ

た損害を賠償しなければならない。  

（協定の解除）  

第１３条  市は、次の各号のいずれかに該当するときは、第４条の協定を

解除することができる。  

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第９項の規

定により行政財産の使用の許可が取り消されたとき。  

(2) 要綱その他関係法令に違反したとき。  

(3) 行政運営上又は庁舎管理上、協定を継続することができない合理的

な理由があると認められるとき。  

（使用料等の還付）  

第１４条  市は、設置事業者の責めに帰さない事由により、窓口呼出シス

テムの設置ができなくなった場合は、使用料等を還付する。この場合に

おいて、還付する使用料等には、利子を付さない。  

２  前項の規定により還付する使用料等の額は、窓口呼出システムを撤去

した日の属する月の翌月以後の納付済月額の総額とする。  

（雑則）  

第１５条  この要領に定めるもののほか、設置業務に関し必要な事項及び

必要な書類の様式は、別に定める。  

附  則  

この要領は、令和８年６月２４日から施行する。  
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